
セルフ脱毛機ご使用にあたってのル ール

【照射禁止部位】

・顔・デリケー ドノーンでの使用

・腫瘍部位及び傷口。また、術後6カ月以内の傷跡

・皮膚の疾患部位。また、異常を感じている部位

色素沈着。皮膚が色素により着色（色が濃くなる）している状態の肌

・老人性色素斑。皮虜表面に現れる境界のはっきりした楕円状の色素斑です

・白斑、色素欠乏症。どちらも紫外線から守るメラニン色素がない為、日焼けを

起こしやすくなります

•静脈瘤。足の血管がコブのように浮き出た症状です

・美容整形部位。ボトックス注射、金糸含む

・皮膚より色の黒い部分。入れ墨、タトゥー、ホクロ、シミ、乳輪など

・日焼け直後、及び1週間以内に強度の日焼け予定のある部位

・ご自身で照射することに不安を感じているところ

【顔への照射について】
・顔への脱毛行為は、皮震が薄くデリケートな部分であるため、当店では禁止部位としております

上記で禁止している部位と含め照射はお控え下さい

・顔付近に照射する場合は、唇や目に触れないように十分注意し、照射位置を定め、

保護用メガネは着用していますが目の保護の観点から照射時には目を閉じて下さい

【複数回照射について】
照射部位は、肌が乾燥しやすく敏感になっているため、

ヤケドの可能性もあり同一個所への複数回照射は絶対してはいけません
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